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衆
議
院
議
員
鉢
呂
吉
雄
君
提
出
北
海
道
警
察
に
お
け
る
国
費
及
び
北
海
道
費
の
不
正
経
理
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
捜
査
用
報
償
費
等
の
使
途
に
関
す
る
捜
査
等
を
含

め
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
捜
査
機
関

の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
捜
査
は
、
そ
の
必
要
性
等
種
々
の
事
情
を
勘
案
し
、
適
切
な
範
囲
に
お
い
て
、
関
係
者
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
や
生
命
、
身
体
の
安
全
に
も
配
慮
し
つ
つ
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

一



札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

二



し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
裁
判
例
は
、
「
横
領
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
は
、
他
人
の
物
の
占
有
者
が
権
限
な
く
し
て
、
そ
の
物
に

対
し
所
有
者
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
よ
う
な
処
分
行
為
を
す
る
意
思
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
占
有
者
自
己
の
利
益

取
得
を
意
図
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
、
夙
に
当
裁
判
所
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
等
と
判
示
し
た
も
の

と
承
知
し
て
い
る
。

犯
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
が
収
集
し
た
証
拠
に
基
づ
き
個
々
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差

し
控
え
た
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
、
不
起
訴
処
分
の
当
否
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け

る
捜
査
機
関
の
判
断
に
わ
た
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三



一
の
（
�
）
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
、
不
起
訴
処
分
の
当
否
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け

る
捜
査
機
関
の
判
断
に
わ
た
る
事
項
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
四
十
八
条
の
規
定
に
基

づ
い
て
、
犯
人
の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い

と
き
は
、
公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
元
職
員
は
、
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
お
い
て
、
前
渡
資
金
の
管
理
、
支
払
等
の

業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
件
の
公
訴
事
実
の
要
旨
は
、
被
告
人
は
、
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
会
計
給
与
係
長
と
し
て
勤
務
し
、
前

四



渡
資
金
の
管
理
、
支
払
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
十
四
年
四
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二

十
六
日
ま
で
の
間
、
前
後
二
十
一
回
に
わ
た
り
、
北
海
道
虻
田
郡
内
の
銀
行
支
店
に
お
い
て
、
同
支
店
に
開
設
の
同
警
察
署

資
金
前
渡
員
名
義
の
普
通
預
金
口
座
に
預
金
さ
れ
た
金
員
を
同
警
察
署
の
た
め
業
務
上
預
か
り
保
管
中
、
自
己
の
用
途
に
充

て
る
目
的
で
、
ほ
し
い
ま
ま
に
、
そ
の
う
ち
合
計
約
二
百
十
三
万
円
を
同
郡
内
の
銀
行
支
店
等
に
開
設
さ
れ
た
自
己
名
義
の

普
通
預
金
口
座
に
振
替
入
金
し
て
横
領
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
当
該
事
件
は
札
幌
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で

あ
る
の
で
、
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
期
間
、
前
渡
資
金
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
長
及
び
同
警
察

署
次
長
が
、
北
海
道
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
北
海
道
規
則
第
三
十
号
）
に
基
づ
き
、
請
求
書
と
前
渡
資
金
支
払
決
定
書

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ど
し
て
決
裁
を
行
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
期
間
に
は
、
北
海
道
警
察
本
部
に
よ
る
監
査
が
実
施
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
書
類
上
の
体
裁
が
巧
妙
に
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
北
海
道
警
察
予
算
執
行
調
査
委
員

五



会
に
よ
る
調
査
に
お
い
て
は
、
業
務
上
横
領
の
事
実
が
判
明
し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
調
査
を
行
っ
た
人
数
は
二
十
八
人
で
あ
り
、
ま
た
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
人
数
は
百
二
十
五
人

で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

調
査
対
象
と
な
っ
た
予
算
費
目
は
、
国
費
の
捜
査
費
及
び
旅
費
並
び
に
道
費
の
捜
査
用
報
償
費
、
旅
費
、
食
糧
費
及
び
交

際
費
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

調
査
に
要
し
た
期
間
は
、
平
成
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
ま
で
の
間
で
あ
り
、
ま
た
、
調
査
に
お
い
て
示
さ
れ

た
書
類
等
の
名
称
は
、
捜
査
費
証
拠
書
、
国
費
旅
行
命
令
簿
、
国
費
旅
費
復
命
書
、
出
勤
整
理
簿
、
捜
査
報
告
書
等
で
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
係
る
平
成
十

年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
職
員
が
懇
親
会

等
に
出
席
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
懇
親
会
等
の
主
催
者
か
ら
領
収
書
が
発
行
さ
れ
た
と
き
と
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
と

六



が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
主
催
者
に
対
し
て
領
収
書
の
発
行
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
従
前

か
ら
領
収
書
の
発
行
を
求
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
改
め
て
領
収
書
の
発
行
を
求
め
な
い
こ
と
と
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。ま

た
、
会
費
に
つ
い
て
は
主
催
者
に
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
で
十
分
で

あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
主
催
者
に
対
す
る
確
認
は
行
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
単

価
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
警
察
署
次

長
か
ら
職
員
に
現
金
を
渡
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七



ま
た
、
現
金
を
渡
さ
れ
た
当
時
の
職
員
は
特
定
で
き
ず
、
渡
さ
れ
た
現
金
の
処
理
の
方
法
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
又
は
平
成
十
一
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
支
出
金
額
は
、
関
係

者
の
説
明
内
容
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
又
は
平
成
十
一
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
警
察
署
次
長
か
ら
職
員
に
現

金
を
渡
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
現
金
を
渡
さ
れ
た
当
時
の
職
員
は
特
定
で
き
ず
、
渡
さ
れ
た
現
金
の
処
理
の
方
法
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

八



北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
支

出
金
額
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
警
察
署
次

長
か
ら
職
員
に
現
金
を
渡
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
現
金
を
渡
さ
れ
た
当
時
の
職
員
は
特
定
で
き
ず
、
渡
さ
れ
た
現
金
の
処
理
の
方
法
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
執
行
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る

平
成
十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
領
収
書

は
、
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

九



二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
領
収
書
は
、
既
に
廃
棄
し
て
い
た
こ
と
等
に
よ
り
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の

「
説
明
」
と
は
、
私
的
な
メ
モ
等
を
提
示
し
て
の
説
明
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
メ
モ
等
」
と
は
、
私
的
な
メ
モ
等
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

北
海
道
警
察
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
モ
等
の
提
示
を
受
け
つ
つ
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
を
行
う
な
ど
適
切
な
調
査

を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
係
長
が
「
三
万
円
位
」
支
払
っ

た
と
説
明
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
旨
を
同
分
析
表
に
記
述
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
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同
人
が
領
収
書
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
た
め
領
収
書
は
存
在
し
な
い
が
、
同
人
は
、
受
け
取
ら
な
か
っ
た
理
由
は
領
収
書

は
必
要
な
い
と
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
三
万
円
位
」
を
支
払
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
課
長
は
、

月
ご
と
に
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
交
付
さ
れ
た
額
に
差
異
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
月
ご
と
に
捜
査
状
況

が
異
な
る
た
め
捜
査
に
必
要
な
額
が
変
動
し
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
月
ご
と
に
六
万
円
を
交
付
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
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二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
倶
知
安
警
察
署
に
係
る
平
成

十
年
度
又
は
平
成
十
一
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
及
び
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
使
途
及
び
金
額
に
つ
い
て
確
証
が
得
ら
れ
た
経
費
の
み
を
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
等
の
額
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

御
指
摘
の
当
時
の
次
長
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当

時
の
次
長
の
説
明
内
容
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
等
の
算
定
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
は
、
不
適
正
に
執
行
さ
れ
た
予
算
の
使
途
を
分
析
す
る
た
め
に

作
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
の
予
算
に
つ
い
て
、

不
適
正
な
執
行
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
を
作
成
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
当
時
の
副
署
長
は
、
口
頭
で
説
明
し
、
資
料
は
提
示
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
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ま
た
、
同
人
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
係
者
の
備
忘
録
に
よ
り
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
御
指
摘
の
当
時
の
課
長
の
説
明
に
係
る
金
額
を
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
の
算
定
根
拠

と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
金
額
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
確
証
が
得
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
六
万
円
及
び
三
万
円
を
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
の
算
定
根
拠
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。

一
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二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
釧
路
方
面
帯
広
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
積
み
上
げ

根
拠
の
項
に
係
る
職
名
を
公
表
し
た
場
合
、
今
後
の
同
様
の
調
査
等
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
旭
川
方
面
天
塩
警
察
署
に
係
る
平
成
十

年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の

「
運
営
費
」
は
、
会
計
に
関
す
る
法
令
に
基
づ
く
費
目
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
る
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
当
時
の
警
察
署
長
は
、
御
指
摘
の
「
運
営
費
」
を
職
員
を
慰
労
す
る
た
め
の
会
合
の
開
催
に
要
す
る
経

費
等
に
使
用
し
て
い
た
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

一
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北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
旭
川
方
面
天
塩
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
次
長
は
、

御
指
摘
の
「
不
足
時
」
と
は
、
職
員
に
対
し
事
前
に
交
付
し
た
額
で
は
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
を
賄
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
場
合
を
指
す
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
人
は
、
御
指
摘
の
「
予
備
費
」
を
「
不
足
時
」
に
備
え
て
保
管
し
、
事
後
に
必
要
に
応
じ
て
捜
査
活
動
に
要
す

る
経
費
を
賄
う
た
め
交
付
し
て
い
た
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
旭
川
方
面
天
塩
警
察
署
に
係
る
平
成
十

一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
主
任
の
説

明
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
旭
川
方
面
天
塩
警
察
署
に
係
る
平
成
十

年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当

一
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時
の
課
長
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
当
時
の
副
署
長
は
、
私
的
な
メ
モ
を
提
示
し
て
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
白
石
警
察
署
に
係
る
平
成
十

年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
執
行
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
係
者
の
説
明

内
容
等
か
ら
、
使
途
及
び
金
額
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
で
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
関
係
機
関
等
に
対
す
る
確
認

は
行
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
白
石
警
察
署
に
係
る
平
成
十

二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
警
察
署
長
は
、
「
機
動
的
」
と

は
職
員
が
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
捜
査
活
動
に
要
す
る
経
費
に
現
金
を
使
用
で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
、
「
効
果
的
」

一
六



と
は
そ
の
使
用
に
よ
り
犯
人
の
検
挙
に
つ
な
が
る
情
報
が
入
手
で
き
る
な
ど
の
成
果
が
上
が
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
人
は
、
予
算
の
執
行
に
関
す
る
手
続
に
よ
り
捜
査
費
等
を
執
行
し
た
場
合
に
は
、
犯
人
の
検
挙
に
つ
な
が
る
情

報
を
入
手
す
る
機
会
を
逸
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
白
石
警
察
署
に
係
る
平
成
十

年
度
、
平
成
十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
域
課
員
に

よ
る
事
件
検
挙
等
の
功
労
に
報
い
る
た
め
、
現
金
等
を
交
付
し
た
こ
と
を
指
す
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
単
価
は
、
関
係
者
の
説
明
内
容
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
苫
小
牧
警
察
署
に
係
る
平
成

十
一
年
度
又
は
平
成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
警
察
署

一
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長
は
、
所
定
の
目
的
以
外
の
目
的
に
予
算
が
使
用
さ
れ
、
及
び
予
算
の
執
行
に
関
し
手
続
違
反
が
あ
っ
た
と
説
明
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
人
の
御
指
摘
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
認
識
に
つ
き
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
苫
小
牧
警
察
署
に
係
る
平
成

十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
関
係
者
は
、
定
期
的
に
現
金
の
交
付

を
受
け
た
記
憶
が
な
い
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
札
幌
方
面
苫
小
牧
警
察
署
に
係
る
平
成

十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
課
長
の
説
明
内
容
に
つ
い
て

は
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

一
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北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
当
時
の
副
署
長
の
説
明
内
容
を
裏
付
け
る
も
の
は
、
他
の
関
係
者
の
備
忘
録
等
で
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
人
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
関
係
者
の
説
明
内
容
等
か
ら
確
認
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
「
分
析
表
」
は
、
北
海
道
警
察
が
作
成
し
た
旭
川
方
面
旭
川
中
央
警
察
署
に
係
る
平

成
十
二
年
度
の
捜
査
用
報
償
費
等
使
途
先
分
析
表
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
指
摘
の
当
時
の
警
察
署
長
は
、
日
常
の
捜

査
活
動
の
効
率
性
等
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
��
に
つ
い
て

札
幌
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
の
処
分
に
当
た
り
、
関
係
者
の
取
調
べ
、
会
計
書
類
等
関
係
証
拠
の
押

収
及
び
そ
の
精
査
等
所
要
の
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
に
お
け
る
収
入
は
十
二

一
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億
六
千
三
百
一
万
四
千
五
百
八
十
三
円
で
あ
り
、
国
に
返
還
し
た
額
は
六
億
五
千
六
百
八
十
一
万
四
千
七
百
二
十
四
円
、
北

海
道
に
返
還
し
た
額
は
三
億
五
百
七
十
七
万
八
千
二
百
四
十
九
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
御
指
摘
の
三
億
五
万
九
千
十

円
に
つ
い
て
は
、
余
剰
金
で
は
な
く
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
現
在
の
残
高
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
余
剰
金
が
生
じ
た
場
合
の
清
算
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
が
拠
出
者
の
意
見
を

踏
ま
え
て
検
討
を
行
い
、
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
に
お
い
て
、
収
入
の
内
訳
を
拠
出
金
及
び
協
力
金
等
と
し
て

お
り
、
「
拠
出
金
」
と
は
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
に
北
海
道
警
察
の
職
員
で
あ

っ
た
者
で
警
部
以
上
の
階
級
に
あ
っ
た
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
っ
た
そ
の
他
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
拠

出
さ
れ
た
も
の
を
、
「
協
力
金
」
と
は
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
北
海
道
警
察
を
退
職
し
た
者
で
退
職
時
に
警
部
以

上
の
階
級
に
あ
っ
た
警
察
官
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
っ
た
そ
の
他
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
等
か
ら
拠
出
さ
れ
た
も
の

を
、
ま
た
、
御
指
摘
の
協
力
金
等
の
「
等
」
と
は
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
北
海
道
警
察
を
退
職
し
た
者
の
家
族
等

か
ら
拠
出
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
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二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
拠
出
者
に
ど
の
よ
う
な
者
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
公
表
し
た
場
合
、
個
人
の
拠
出
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
と
の
こ
と
で
あ

る
。公

職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
上
、
公
職
の
候
補
者
等
は
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
寄
附
を
行

う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
事
案
が
同
法
が
禁
止
す
る
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

衆
議
院
議
員
等
か
ら
寄
附
金
を
受
領
し
た
団
体
が
、
当
該
寄
附
金
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
に
つ
い
て
、
公
職
選
挙
法

上
、
特
段
の
規
定
は
な
い
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
拠
出
金
を
拠
出
し
た
人
数
は
千
八
百
七
十
八
人
、
協
力
金

等
を
拠
出
し
た
人
数
は
八
百
八
十
五
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

二
一



北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
に
お
い
て
、
公
表
の
要
否
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
上
、
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
が
、
同
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人

格
の
な
い
社
団
等
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
同
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
条
第

十
三
号
に
規
定
す
る
収
益
事
業
を
営
む
も
の
で
な
い
と
き
若
し
く
は
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
年
金
業
務

等
を
行
う
も
の
で
な
い
と
き
に
は
、
法
人
税
に
係
る
申
告
を
行
う
必
要
は
な
い
。

北
海
道
警
察
に
よ
る
と
、
北
海
道
警
察
返
還
金
処
理
委
員
会
は
、
収
益
事
業
を
営
む
も
の
で
な
い
こ
と
等
か
ら
、
法
人
税

に
係
る
申
告
を
行
う
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
二


